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Ⅰ 総 論  

 

１ 計画策定の趣旨 

  近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を

十分に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業生活における活躍」と

いう。）が一層重要となっていることに鑑み、女性の職業生活における活躍を推進し、豊

かで活力ある社会を実現することを目的として「女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律」が制定されました。（平成２７年９月４日公布。平成２８年４月１日施行。以

下「女性活躍推進法」という。）そして、国が定める行動計画策定指針に即して、特定事

業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画（以下「特

定事業主行動計画」という。）の策定が義務付けされました。 

 

２ 女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画とは 

鳴門市では、女性職員が働きやすく、ますます活躍できる環境づくりに向けて、採用か

ら管理職への登用に至るまで、あらゆる段階において女性の職業生活における活躍の取り

組みを進めていくことを目指して、平成２８年３月に「鳴門市における女性職員の活躍の

推進に関する特定事業主行動計画」（以下「前期計画」という。）を策定し、計画の推進に

取り組んできました。 

この前期計画が令和２年度末で終了することから、これまでの取組状況とその成果等を

検証するとともに、働き方改革などその後の社会環境の変化などを踏まえながら、より一

層女性職員の活躍に資する計画となるよう後期計画を策定しました。 

 

３ 本計画の位置づけ 第二次鳴門市特定事業主行動計画との関係 

本計画は、女性の職業生活における活躍を推進することを目的とするもので、女性職員

が仕事と家庭の両立を図りながら、あらゆる部署で継続的に活躍できるよう、女性の採用

や育成、登用などの女性の職業生活に関する取り組みや数値目標を定めています。 

一方、次世代育成支援対策推進法に基づき、令和２年３月に策定された「第二次鳴門市

特定事業主行動計画」は、職員の仕事と家庭の両立を図るために必要な環境の整備等を進

めることを目的としています。 

この二つの行動計画は、超過勤務の縮減や男性の育児休業の取得促進など、取組内容が

重なる部分もありますが、本計画と第二次鳴門市特定事業主行動計画との連携・整合性を

図りながら、全ての女性職員が個性と能力を十分に発揮できるよう、任命権者として行動

計画の推進に取り組みます。 
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４ 計画の実施期間 

女性活躍推進法は、令和７年度末までの１０年間の時限立法となっており、事業主行動

計画策定指針では、計画期間内に数値目標の達成を目指すことを念頭に概ね２～５年程度

に設定し、定期的に行動計画の進捗を検証しながら、その改定を行うことが望ましいとさ

れています。 

このため、段階的に見直しを図ることができるよう、前期計画の期間は、平成２８年４

月１日から令和３年３月３１日までの５年間、後期計画の期間は、令和３年４月１日から

令和８年３月３１日までの５年間とします。 

 

５ 計画の推進体制 

組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するため、女性活躍推進法に基づく鳴門市特

定事業主行動計画策定・推進委員会を設置し、本計画の策定及び変更並びに取り組みの実

施状況・数値目標の達成状況の点検・評価等について協議を行うこととします。 
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Ⅱ  前期計画の実施状況、課題分析 

 

 前期計画の実施状況及び課題分析は以下のとおりです。 

１ 管理職の女性職員の割合                            

【目標値】 

  女性管理職の登用率３０％を目指す。 

 

 

 

【課題分析】 

  管理職に占める女性職員の割合は、目標値をやや下回る割合で推移しており、各役職段

階に占める女性職員の割合については、上位の役職ほど女性の登用率が減少する傾向にあ

ります。 

今後は、若い世代を対象としたキャリア研修等による計画的な育成や意欲の向上を図る

とともに、多様な働き方の拡充や管理職の休暇取得の促進など、仕事とプライベートの両

立ができる環境整備が必要であると考えられます。 
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２ 採用した職員に占める女性職員の割合                             

【目標値】 

  職種によっては性別に偏りがあるが、全体としては著しい差はないため、引き続き公正

な採用を行う。 

 

 

 

 

 

【課題分析】 

  採用した職員に占める女性職員の割合は、職種により採用者の性別に偏りが見られます。 

  女性受験者が少ない技術職や消防職を含め、多くの優秀な女性を幅広く採用するために

は、職務の魅力を伝えながら、関係部局と連携し、積極的に広報活動などを実施すること

が必要と考えられます。 
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３ 平均した継続勤務年数の男女の差異                        

【目標値】 

  性別により著しい差はなく、引き続き離職率の低い職場環境の維持に努める。 

 

 

 

 

【課題分析】 

 平均継続年数は、男女間で著しい差はなく、概ね均等に推移しています。 

 現時点で大きな課題は見られませんが、引き続き、女性職員の組織への定着を図るため、

職場環境の整備に努める必要があると考えられます。 
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４ 超過勤務時間                                  

【目標値】 

  時間外勤務が常態化している状況であるため、引き続き時間外勤務の縮減に努める。 

 

 

 

 

【課題分析】 

 職員一人あたりの毎月の平均超過勤務時間数は、毎年平均で約0.6時間縮減しています

が、業務量の増加や市民ニーズの多様化に伴う事務の困難化等により大幅な縮減には至っ

ていません。 

また、年 360 時間を超えて勤務した職員の割合が約 20％の水準で推移しており、長時

間労働の是正に向けた業務の平準化や管理職のマネジメント力強化、職員一人ひとりの業

務改善等に対するさらなる意識改革を進める必要があると考えられます。  
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５ 男性の育児休業を取得した職員の割合                             

【目標値】 

  男性の育児休業取得率１５％以上（年間）を目指す。 

 
※ 育児休業取得率・・・当該年度中に新たに育児休業が可能となった職員数に対する 

同年度中に新たに育児休業を取得指した職員数の割合 

 
※ 育児休業（平均）取得日数・・・当該年度中に新たに育児休業を取得した 

職員の（平均）取得日数 

 

【課題分析】 

 育児休業取得率は、女性は 100％、男性は目標値である 15％以上を達成しており、こ

れまでの取り組みによる成果が得られました。 

 引き続き、制度の周知等を図りながら、男性職員が仕事と育児を両立しやすい職場環

境づくりを進めていきます。



8 

 
 

６ 男性の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇を取得した職員の割合                             

【目標値】 

  配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率を上げるため、制度の周知徹底を図る。 

 

 
※ 配偶者出産休暇取得可能日数・・・・・・２日以内 

  育児参加のための休暇取得可能日数・・・５日以内 

 

【課題分析】 

 配偶者出産休暇、育児参加休暇の取得率はともに上昇傾向にあり、これまでの取り組

みによる成果が得られました。 

 引き続き、制度の周知等を図りながら、男性職員が仕事と育児を両立しやすい職場環

境づくりを進めていきます。   
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Ⅲ 目標数値と具体的な取組内容  

鳴門市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画（後期計画） 

 

令和３年４月１日 

鳴門市長 

鳴門市消防長 

鳴門市企業局長 

鳴門市議会議長 

鳴門市代表監査委員 

鳴門市公平委員会 

鳴門市選挙管理委員会 

鳴門市農業委員会 

鳴門市教育委員会 

 

 

鳴門市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画（以下「本計画」

という。）は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４

号。以下「女性活躍推進法」という。）第１９条に基づき、鳴門市長、鳴門市消防長、鳴

門市企業局長、鳴門市議会議長、鳴門市代表監査委員、鳴門市公平委員会、鳴門市選挙

管理委員会、鳴門市農業委員会及び鳴門市教育委員会が連名で策定する特定事業主行動

計画とします。 

 

 

１ 計画の実施期間 

  本計画の期間は、女性活躍推進法が平成２８年度から令和７年度までの１０年間の時

限立法であることから、その全体を５年間毎に区切り、令和３年４月１日から令和８年

３月３１日までを後期期間として行動計画を策定します。 

 

２ 計画の推進体制 

本市では、組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するため、女性活躍推進法に基づ

く鳴門市特定事業主行動計画策定・推進委員会を設置し、本計画の策定及び変更並びに取

り組みの実施状況・数値目標の達成状況の点検・評価等について協議を行うこととします。 
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３ 女性職員の活躍の推進に向けた数値目標  

  女性活躍推進法第１９条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成２７年内閣府令第６１号。

以下「内閣府令」という。）第２条に基づき、鳴門市長、鳴門市消防長、鳴門市企業局

長、鳴門市議会議長、鳴門市代表監査委員、鳴門市公平委員会、鳴門市選挙管理委員

会、鳴門市農業委員会及び鳴門市教育委員会において、それぞれの女性職員の職業生活

における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析を行いました。 

当該課題分析の結果、女性職員の活躍を推進するため、次のとおり目標を設定しま

す。
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１．女性に対する職業生活に関する機会の提供 

（１）女性管理職の割合 

 

目標 : 令和７年度までに、管理職の女性割合を３０％以上にする。（消防本部を除く市長部局等） 

 

【取組内容】 

＜人事管理担当部門＞ 

・女性職員や管理職を対象とした女性登用の促進に関する職員研修を実施するほか、自治大

学校や市町村アカデミーなどで行われる研修に女性職員を派遣し、女性職員のキャリア形

成の支援及び職務に対する意欲の向上を図ります。 

・ＯＪＴ（職場における仕事を通じた人材育成）などを通じて、上司と部下のコミュニケー

ションを促進し、職員のキャリアデザインの支援や成長意欲の向上を図るとともに、性別

にとらわれない公平な人事評価制度の運用などにより、女性職員の積極的な登用及び適材

適所の配置を行います。 

 

 

（２）採用者に占める女性職員の割合 

 

目標 : 能力及び適性により、引き続き公正な採用活動を実施します。 

 

【取組内容】 

＜人事管理担当部門＞ 

・女性受験者数の増加に向け、職員採用ガイド、インターンシップ、市公式ウェブサイト等

の機会や手段を通じて、ワーク・ライフ・バランスの実現や女性の活躍の推進等に向けた

市の取り組みをＰＲします。 

・出産や子育てにより離職した女性が公務において活躍できるよう、今後の職員数の動向を

見据えつつ、民間企業等の職務経験者を対象とした中途採用の実施なども検討します。 
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２．職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備 

（１）超過勤務時間  ※ 第二次鳴門市特定事業主行動計画より 

 

目標 : 超過勤務時間数の年３６０時間以内の徹底に努める。 

 

【取組内容】 

＜人事管理担当部門＞ 

・時間外勤務縮減に取り組むよう、定期的に通知等により意識啓発を図ります。 

・小学校就学始期に達する子どものいる職員の深夜勤務及び時間外勤務を制限する制度につ

いて周知徹底を図ります。 

＜事務管理担当部門＞ 

・日頃から業務改善について意識を持ち、既存事業の事業量や事業内容の見直しを図るとと

もに、新たに事業等を実施する場合には、事業の目的や効果、既存事業等との関係を精査

するなど、各所属における効率的な事務執行体制の整備を促進します。 

＜所属長＞ 

・職員とのコミュニケーションを図ることにより所属の業務状況を把握し、業務の優先度に

応じた指導や相互応援体制の構築を行うなど、職場環境の整備に取り組みます。 
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（２）男性の育児休業取得率 

 

目標 : 令和７年度までに、男性職員の育児休業取得率を３０％以上にする。 

 

【取組内容】 

＜人事管理担当部門＞ 

・出産を控えている全ての男女に対し、各種両立支援制度（育児休業、配偶者出産休暇、育

児参加のための休暇等）の活用促進やキャリアプランに関する助言を行います。 

・該当する職員の所属長に対しても、上記と同様の情報提供を行うとともに、原則として時

間外勤務命令を行わないよう通知します。 

・育児休業等に対する職場の意識改革を図るために、職員全員に対して通知等により定期的

に啓発を行い、男女の区別なく育児休業を取得しやすい環境の整備に取り組みます。 

・育児休業等の取得の申出があった場合、必要に応じて、当該部署での業務分担の見直しを

促すとともに、既存の職員での業務の分担が困難なときは、適切な代替要員の確保に努め

ます。 

 

 

（３）男性職員の配偶者出産休暇取得率及び育児参加のための休暇取得率 

 

目標 : 令和７年度までに、男性職員の配偶者出産休暇取得率を８５％以上、 

育児参加のための休暇取得率を４５％以上にする。 

 

【取組内容】 

 ＜人事管理担当部門＞ 

・出産を控えている全ての男女に対し、各種両立支援制度（育児休業、配偶者出産休暇、育

児参加のための休暇等）の活用促進やキャリアプランに関する助言を行います。 

・該当する職員の所属長に対しても、上記と同様の情報提供を行うとともに、原則として時

間外勤務命令を行わないよう通知します。 


